
別添１ 介護員養成研修講師要件一覧 新旧対照表 
現行 改正案 

1 介護職員初任者研修課程 
科(科目)名 内   容 特に求められる能力 講師の要件 

(1)職務の理解 

 (６時間) 

 

①多様なサービスの理解 

②介護職の仕事内容や働く

現場の理解 

○研修全体の構成・各研修科目相

互の関連性に関する知識 
○保健・医療・福祉の制度とサー

ビスについての具体的な知識 
○介護に関わる専門職種の職務内

容の知識 
○介護業務に関する実務経験 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・介護保険施設等の施設長又は

管理者 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(2)介護におけ

る尊厳の保

持・自立支援 

 

(９時間) 

①人間と尊厳を支える介護 

②自立に向けた介護 

 

○尊厳を支えるケアや生活支援の

在り方等の知識 
○虐待防止、権利擁護、成年後見

人制度等の知識 
○自立支援や重度化防止の視点に

立脚した介護方法論 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(3)介護の基本 

 

(６時間) 

①介護職の役割、専門性と多

職種との連携 

②介護職の職業倫理 

③介護における安全の確保

とリスクマネジメント 

④介護職の安全 

○介護職の業務内容に関する知識 
○チームケアに関する知識 
○介護職の職業人としての倫理・

自己管理の知識 
○介護サービスに伴うリスクマネ

ジメントに関する知識 
○介護職の健康管理に関する知識 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・介護保険施設等の施設長又は

管理者 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(4)介護・福祉

サービスの

理解と医療

の連携 

①介護保険制度 

②医療との連携とリハビリ

テーション 

③障害福祉制度およびその

○各法に関する知識及び制度とサ

ービスについての詳細な知識 
○特に、介護保険法、障害者総合

支援法を中心とした最近の動向

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

1 介護職員初任者研修課程 
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○研修全体の構成・各研修科目相

互の関連性に関する知識 
○保健・医療・福祉の制度とサー
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○介護に関わる専門職種の職務内
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・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 
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②自立に向けた介護 

 

○尊厳を支えるケアや生活支援の

在り方等の知識 
○虐待防止、権利擁護、成年後見
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・介護福祉士 

・社会福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

(3)介護の基本 
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①介護職の役割、専門性と多
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③介護における安全の確保

とリスクマネジメント 

④介護職の安全 

○介護職の業務内容に関する知識 
○チームケアに関する知識 
○介護職の職業人としての倫理・

自己管理の知識 
○介護サービスに伴うリスクマネ

ジメントに関する知識 
○介護職の健康管理に関する知識 

・介護福祉士 
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の連携 

①介護保険制度 

②医療との連携とリハビリ
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(９時間) 

他制度 （制度とサービスに関する歴史

を含む。）及びサービス利用に関

する知識 
○各地域の制度・サービス現状の

知識 
○リハビリテーション医療の知識 
○医療・看護と連携した介護方法

論 
○リハビリテーションの地域連携

に関する知識 

・介護支援専門員 

・医師免許を有する者 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・介護保険施設等の施設長又は

管理者 

・理学療法士又は作業療法士（リ

ハビリテーションの項目に限

る） 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(5) 介護にお

けるコミュ

ニケーショ

ン技術 

 

(６時間) 

①介護におけるコミュニケ

ーション 

②介護におけるチームのコ

ミュニケーション 

○コミュニケーション技術に関す

る知識 
○高齢者、障害者（児）の心理に

関する知識 
○介護に関わる専門職種の職務内

容の知識 
○チームケアに関する知識 
○介護業務に関する実務経験 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(6)老化の理解 

 

(６時間) 

①老化に伴うこころとから

だの変化と日常 

②高齢者と健康 

○加齢と老化に伴う心身の変化、

障害、疾病に関する知識 
○具体的な介護や生活援助事例に

基づく医学的知識 
○高齢者の心理に関する知識 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・医師免許を有する者 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

 (7)認知症の

理解 

 

(６時間)  

①認知症を取り巻く状況 

②医学的側面から見た認知

症の基礎と健康管理 

③認知症に伴うこころとか

らだの変化と日常生活 

④家族への支援 

○認知症の病理・行動の知識 

○認知症利用者への介護の原則の

知識 

○具体的な介護や生活援助事例に

基づく医学的知識 

○認知症を持つ利用者の心理に関

する知識 

○認知症を持つ利用者の家族の生

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・医師免許を有する者 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

 

(９時間) 

他制度 （制度とサービスに関する歴史

を含む。）及びサービス利用に関

する知識 
○各地域の制度・サービス現状の

知識 
○リハビリテーション医療の知識 
○医療・看護と連携した介護方法

論 
○リハビリテーションの地域連携

に関する知識 

・介護支援専門員 

・医師免許を有する者 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・介護保険施設等の施設長又は

管理者 

・理学療法士又は作業療法士（リ

ハビリテーションの項目に限

る） 

 

 

(5) 介護にお

けるコミュ

ニケーショ

ン技術 

 

(６時間) 

①介護におけるコミュニケ

ーション 

②介護におけるチームのコ

ミュニケーション 

○コミュニケーション技術に関す

る知識 
○高齢者、障害者（児）の心理に

関する知識 
○介護に関わる専門職種の職務内

容の知識 
○チームケアに関する知識 
○介護業務に関する実務経験 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

(6)老化の理解 

 

(６時間) 

①老化に伴うこころとから

だの変化と日常 

②高齢者と健康 

○加齢と老化に伴う心身の変化、

障害、疾病に関する知識 
○具体的な介護や生活援助事例に

基づく医学的知識 
○高齢者の心理に関する知識 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・医師免許を有する者 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

 (7)認知症の

理解 

 

(６時間)  

①認知症を取り巻く状況 

②医学的側面から見た認知

症の基礎と健康管理 

③認知症に伴うこころとか

らだの変化と日常生活 

④家族への支援 

○認知症の病理・行動の知識 

○認知症利用者への介護の原則の

知識 

○具体的な介護や生活援助事例に

基づく医学的知識 

○認知症を持つ利用者の心理に関

する知識 

○認知症を持つ利用者の家族の生

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・医師免許を有する者 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 
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活実態と心理に関する知識 県民局長等が認める者 

(8)障害の理解 

 

(３時間) 

①障害の基礎的理解 

②障害の医学的側面、生活障

害、心理・行動の特徴、か

かわり支援等の基礎的知

識 

③家族の心理、かかわり支援

の理解 

○介護における障害の概念とＩＣ

Ｆの知識 

○障害者福祉に関する知識 

○高齢者の介護との違いを踏まえ

た障害に関する知識 

○生活者支援の視点に立脚した介

護方法論の知識 

○家族の生活実態と心理に関する

知識 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・精神保健福祉士 

・医師免許を有する者 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(9) こころと

からだのし

くみと生活

支援技術 

 

(75時間) 

 

※①～③は合計 

10～13 時間、 

④～⑫は合計 

50～55 時間、 

⑬・⑭は合計 

10～12 時間 

とすること。 

 

 

①介護の基本的な考え方 

②介護に関するこころのし

くみの基礎的理解 

③介護に関するからだのし

くみの基礎的理解 

 

 

○演習を指導する技術 
○介護業務に関する実務経験 
○生活者支援の視点に立脚した介

護方法論 
○心身機能の低下に沿った自立支

援の視点に立脚した介護技術 
○自らの介護事例 
○障害・疾病に関する知識 
○介護技術の根拠となる人体の構

造や機能に関する知識 
○保健・医療・福祉の制度とサー

ビスについての具体的な知識 
○家事援助の機能と基本原則の知

識 
○住宅及び住宅改造に関する知識 
○福祉用具に関する最新の知識及

び技術 
○栄養・調理・被服等家政に関す

る知識 
○ターミナルケアに関する知識 
○介護業務に関する実務経験 
 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

④生活と家事 ・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

⑤快適な居住環境整備と介

護 

・介護福祉士 

・福祉用具専門相談員 

・福祉住環境コーディネーター２級以上 

・理学療法士又は作業療法士 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

活実態と心理に関する知識 

(8)障害の理解 

 

(３時間) 

①障害の基礎的理解 

②障害の医学的側面、生活障

害、心理・行動の特徴、か

かわり支援等の基礎的知

識 

③家族の心理、かかわり支援

の理解 

○介護における障害の概念とＩＣ

Ｆの知識 

○障害者福祉に関する知識 

○高齢者の介護との違いを踏まえ

た障害に関する知識 

○生活者支援の視点に立脚した介

護方法論の知識 

○家族の生活実態と心理に関する

知識 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・精神保健福祉士 

・医師免許を有する者 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

(9) こころと

からだのし

くみと生活

支援技術 

 

(75時間) 

 

※①～③は合計 

10～13 時間、 

④～⑫は合計 

50～55 時間、 

⑬・⑭は合計 

10～12 時間 

とすること。 

 

 

①介護の基本的な考え方 

②介護に関するこころのし

くみの基礎的理解 

③介護に関するからだのし

くみの基礎的理解 

 

 

○演習を指導する技術 
○介護業務に関する実務経験 
○生活者支援の視点に立脚した介

護方法論 
○心身機能の低下に沿った自立支

援の視点に立脚した介護技術 
○自らの介護事例 
○障害・疾病に関する知識 
○介護技術の根拠となる人体の構

造や機能に関する知識 
○保健・医療・福祉の制度とサー

ビスについての具体的な知識 
○家事援助の機能と基本原則の知

識 
○住宅及び住宅改造に関する知識 
○福祉用具に関する最新の知識及

び技術 
○栄養・調理・被服等家政に関す

る知識 
○ターミナルケアに関する知識 
○介護業務に関する実務経験 
 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

④生活と家事 ・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

⑤快適な居住環境整備と介

護 

・介護福祉士 

・福祉用具専門相談員 

・福祉住環境コーディネーター２級以上 

・理学療法士又は作業療法士 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 
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⑥整容に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

⑦移動・移乗に関連したここ

ろとからだのしくみと自

立に向けた介護 

 
 
 
 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・理学療法士又は作業療法士 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

⑧食事に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・栄養士又は管理栄養士 

・歯科医師又は歯科衛生士 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

⑨入浴、清潔保持に関連した

こころとからだのしくみ

と自立に向けた介護 

⑩排泄に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

⑪睡眠に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

⑫死にゆく人に関連したこ

ころとからだのしくみと

終末期介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・臨床心理士 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

⑥整容に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

⑦移動・移乗に関連したここ

ろとからだのしくみと自

立に向けた介護 

 
 
 
 
 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・理学療法士又は作業療法士 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

⑧食事に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・栄養士又は管理栄養士 

 

⑨入浴、清潔保持に関連した

こころとからだのしくみ

と自立に向けた介護 

⑩排泄に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

⑪睡眠に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

⑫死にゆく人に関連したこ

ころとからだのしくみと

終末期介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・臨床心理士 

・公認心理師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 
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⑬介護過程の基礎的理解 

⑭総合生活支援技術演習 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(10)振り返り 

 

(４時間) 

①振り返り 

②就業への備えと研修修了

後における継続的な研修 

○研修全体の構成・各研修科目相

互の関連性に関する知識 

○保健・医療・福祉の制度とサー

ビスについての具体的な知識 

○介護業務に関する実務経験 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

※１ 講師は、担当する科目に関して、十分な知識や経験を有した適切な者を適当数確保すること。 

※２ 実務経験が概ね３年以上有する者とする。 

※３ 「当該科目を担当する福祉系大学等の教授等」とは、以下の学校や施設等において、当該科目に相当

する科目を教授する者とする。 
（ア）福祉・介護・看護系の大学、大学院、短期大学 
（イ）介護福祉士養成施設 
（ウ）職業能力開発促進法における公共職業能力開発施設 
（エ）保健師助産師看護師学校養成所 
（オ）福祉系高等学校 

なお、福祉系高等学校の教諭については、以下の条件を満たす者とする。 
①福祉科の教員免許を有している。 
②福祉学科、福祉コース、福祉類型、福祉系列において、１年以上福祉科を担当している。 

※４ 「介護支援専門員」については、介護支援専門員証の有効期間内の者に限る。 

 

２ 生活援助従事者研修 
科(科目)名 内   容 特に求められる能力 講師の要件 

(1)職務の理解 

 (２時間) 

 

①多様なサービスの理解 

②介護職の仕事内容や働く

現場の理解 

○研修全体の構成・各研修科目相

互の関連性に関する知識 

○保健・医療・福祉の制度とサー

ビスについての具体的な知識 

○介護に関わる専門職種の職務内

容の知識 

○介護業務に関する実務経験 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・介護保険施設等の施設長又は

管理者 

⑬介護過程の基礎的理解 

⑭総合生活支援技術演習 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

(10)振り返り 

 

(４時間) 

①振り返り 

②就業への備えと研修修了

後における継続的な研修 

○研修全体の構成・各研修科目相

互の関連性に関する知識 

○保健・医療・福祉の制度とサー

ビスについての具体的な知識 

○介護業務に関する実務経験 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

※１ 講師は、担当する科目に関して、十分な知識や経験を有した適切な者を適当数確保すること。 

※２ 実務経験が概ね３年以上有する者とする。 

※３ 「当該科目を担当する福祉系大学等の教授等」とは、以下の学校や施設等において、当該科目に相当

する科目を教授する者とする。 
（ア）福祉・介護・看護系の大学、大学院、短期大学 
（イ）介護福祉士養成施設 
（ウ）職業能力開発促進法における公共職業能力開発施設 
（エ）保健師助産師看護師学校養成所 
（オ）福祉系高等学校 
なお、福祉系高等学校の教諭については、以下の条件を満たす者とする。 

①福祉科の教員免許を有している。 
 
※４ 「介護支援専門員」については、介護支援専門員証の有効期間内の者に限る。 
 
２ 生活援助従事者研修 
科(科目)名 内   容 特に求められる能力 講師の要件 

(1)職務の理解 

 (２時間) 

 

①多様なサービスの理解 

②介護職の仕事内容や働く

現場の理解 

○研修全体の構成・各研修科目相

互の関連性に関する知識 

○保健・医療・福祉の制度とサー

ビスについての具体的な知識 

○介護に関わる専門職種の職務内

容の知識 

○介護業務に関する実務経験 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・介護保険施設等の施設長又は

管理者 
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・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(2)介護におけ

る尊厳の保

持・自立支援 

 

(６時間) 

①人間と尊厳を支える介護 

②自立に向けた介護 

 

○尊厳を支えるケアや生活支援の

在り方等の知識 

○虐待防止、権利擁護、成年後見

人制度等の知識 

○自立支援や重度化防止の視点に

立脚した介護方法論 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(3)介護の基本 

 

(４時間) 

①介護職の役割、専門性と多

職種との連携 

②介護職の職業倫理 

③介護における安全の確保

とリスクマネジメント 

④介護職の安全 

○介護職の業務内容に関する知識 

○チームケアに関する知識 

○介護職の職業人としての倫理・

自己管理の知識 

○介護サービスに伴うリスクマネ

ジメントに関する知識 

○介護職の健康管理に関する知識 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・介護保険施設等の施設長又は

管理者 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(4)介護・福祉

サービスの

理解と医療

の連携 

 

(３時間) 

①介護保険制度 

②医療との連携とリハビリ

テーション 

③障害福祉制度およびその

他制度 

○各法に関する知識及び制度とサ

ービスについての詳細な知識 

○特に、介護保険法、障害者総合

支援法を中心とした最近の動向

（制度とサービスに関する歴史

を含む。）及びサービス利用に関

する知識 

○各地域の制度・サービス現状の

知識 

○リハビリテーション医療の知識 

○医療・看護と連携した介護方法

論 

○リハビリテーションの地域連携

に関する知識 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・医師免許を有する者 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・介護保険施設等の施設長又は

管理者 

・理学療法士又は作業療法士（リ

ハビリテーションの項目に限

る） 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

 

 

(2)介護におけ

る尊厳の保

持・自立支援 

 

(６時間) 

①人間と尊厳を支える介護 

②自立に向けた介護 

 

○尊厳を支えるケアや生活支援の

在り方等の知識 

○虐待防止、権利擁護、成年後見

人制度等の知識 

○自立支援や重度化防止の視点に

立脚した介護方法論 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

(3)介護の基本 

 

(４時間) 

①介護職の役割、専門性と多

職種との連携 

②介護職の職業倫理 

③介護における安全の確保

とリスクマネジメント 

④介護職の安全 

○介護職の業務内容に関する知識 

○チームケアに関する知識 

○介護職の職業人としての倫理・

自己管理の知識 

○介護サービスに伴うリスクマネ

ジメントに関する知識 

○介護職の健康管理に関する知識 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・介護保険施設等の施設長又は

管理者 

 

 

(4)介護・福祉

サービスの

理解と医療

の連携 

 

(３時間) 

①介護保険制度 

②医療との連携とリハビリ

テーション 

③障害福祉制度およびその

他制度 

○各法に関する知識及び制度とサ

ービスについての詳細な知識 

○特に、介護保険法、障害者総合

支援法を中心とした最近の動向

（制度とサービスに関する歴史

を含む。）及びサービス利用に関

する知識 

○各地域の制度・サービス現状の

知識 

○リハビリテーション医療の知識 

○医療・看護と連携した介護方法

論 

○リハビリテーションの地域連携

に関する知識 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・医師免許を有する者 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・介護保険施設等の施設長又は

管理者 

・理学療法士又は作業療法士（リ

ハビリテーションの項目に限

る） 
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(5) 介護にお

けるコミュ

ニケーショ

ン技術 

 

(６時間) 

①介護におけるコミュニケ

ーション 

②介護におけるチームのコ

ミュニケーション 

○コミュニケーション技術に関す

る知識 

○高齢者、障害者（児）の心理に

関する知識 

○介護に関わる専門職種の職務内

容の知識 

○チームケアに関する知識 

○介護業務に関する実務経験 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(6)老化と認知

症の理解 

 

(９時間) 

  

①老化に伴うこころとから

だの変化と日常 

②高齢者と健康 

③認知症を取り巻く状況 

④医学的側面から見た認知

症の基礎と健康管理 

⑤認知症に伴うこころとか

らだの変化と日常生活 

⑥家族への支援 

○加齢と老化に伴う心身の変化、

障害、疾病に関する知識 

○具体的な介護や生活援助事例に

基づく医学的知識 

○高齢者の心理に関する知識○認

知症の病理・行動の知識 

○認知症利用者への介護の原則の

知識 

○具体的な介護や生活援助事例に

基づく医学的知識 

○認知症を持つ利用者の心理に関

する知識 

○認知症を持つ利用者の家族の生

活実態と心理に関する知識 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・医師免許を有する者 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(7)障害の理解 

 

(３時間) 

①障害の基礎的理解 

②障害の医学的側面、生活障

害、心理・行動の特徴、か

かわり支援等の基礎的知

識 

③家族の心理、かかわり支援

の理解 

○介護における障害の概念とＩＣ

Ｆの知識 

○障害者福祉に関する知識 

○高齢者の介護との違いを踏まえ

た障害に関する知識 

○生活者支援の視点に立脚した介

護方法論の知識 

○家族の生活実態と心理に関する

知識 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・精神保健福祉士 

・医師免許を有する者 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(5) 介護にお

けるコミュ

ニケーショ

ン技術 

 

(６時間) 

①介護におけるコミュニケ

ーション 

②介護におけるチームのコ

ミュニケーション 

○コミュニケーション技術に関す

る知識 

○高齢者、障害者（児）の心理に

関する知識 

○介護に関わる専門職種の職務内

容の知識 

○チームケアに関する知識 

○介護業務に関する実務経験 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

(6)老化と認知

症の理解 

 

(９時間) 

  

①老化に伴うこころとから

だの変化と日常 

②高齢者と健康 

③認知症を取り巻く状況 

④医学的側面から見た認知

症の基礎と健康管理 

⑤認知症に伴うこころとか

らだの変化と日常生活 

⑥家族への支援 

○加齢と老化に伴う心身の変化、

障害、疾病に関する知識 

○具体的な介護や生活援助事例に

基づく医学的知識 

○高齢者の心理に関する知識○認

知症の病理・行動の知識 

○認知症利用者への介護の原則の

知識 

○具体的な介護や生活援助事例に

基づく医学的知識 

○認知症を持つ利用者の心理に関

する知識 

○認知症を持つ利用者の家族の生

活実態と心理に関する知識 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・医師免許を有する者 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

(7)障害の理解 

 

(３時間) 

①障害の基礎的理解 

②障害の医学的側面、生活障

害、心理・行動の特徴、か

かわり支援等の基礎的知

識 

③家族の心理、かかわり支援

の理解 

○介護における障害の概念とＩＣ

Ｆの知識 

○障害者福祉に関する知識 

○高齢者の介護との違いを踏まえ

た障害に関する知識 

○生活者支援の視点に立脚した介

護方法論の知識 

○家族の生活実態と心理に関する

知識 

・介護福祉士 

・社会福祉士 

・精神保健福祉士 

・医師免許を有する者 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 
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(8) こころと

からだのし

くみと生活

支援技術 

 

(24時間) 

 

※①～③ は

合計7.5時間、

④～⑨は合計

14．5時間、⑩

は ４時間とす

ること。 

①介護の基本的な考え方 

②介護に関するこころのし

くみの基礎的理解 

③介護に関するからだのし

くみの基礎的理解 

○演習を指導する技術 

○介護業務に関する実務経験 

○生活者支援の視点に立脚した介

護方法論 

○心身機能の低下に沿った自立支

援の視点に立脚した介護技術 

○自らの介護事例 

○障害・疾病に関する知識 

○介護技術の根拠となる人体の構

造や機能に関する知識 

○保健・医療・福祉の制度とサー

ビスについての具体的な知識 

○家事援助の機能と基本原則の知

識 

○住宅及び住宅改造に関する知識 

○福祉用具に関する最新の知識及

び技術 

○栄養・調理・被服等家政に関す

る知識 

○ターミナルケアに関する知識 

○介護業務に関する実務経験 

 

 

 

 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

④生活と家事 ・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

⑤快適な居住環境整備と介

護 

・介護福祉士 

・福祉用具専門相談員 

・福祉住環境コーディネーター

２級以上 

・理学療法士又は作業療法士 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

⑥移動・移乗に関連したここ

ろとからだのしくみと自

立に向けた介護 

 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・理学療法士又は作業療法士 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

⑦食事に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・栄養士又は管理栄養士 

・歯科医師又は歯科衛生士 

・当該科目を担当する福祉系大

(8) こころと

からだのし

くみと生活

支援技術 

 

(24時間) 

 

※①～③ は

合計7.5時間、

④～⑨は合計

14．5時間、⑩

は２時間とす

ること。 

①介護の基本的な考え方 

②介護に関するこころのし

くみの基礎的理解 

③介護に関するからだのし

くみの基礎的理解 

○演習を指導する技術 

○介護業務に関する実務経験 

○生活者支援の視点に立脚した介

護方法論 

○心身機能の低下に沿った自立支

援の視点に立脚した介護技術 

○自らの介護事例 

○障害・疾病に関する知識 

○介護技術の根拠となる人体の構

造や機能に関する知識 

○保健・医療・福祉の制度とサー

ビスについての具体的な知識 

○家事援助の機能と基本原則の知

識 

○住宅及び住宅改造に関する知識 

○福祉用具に関する最新の知識及

び技術 

○栄養・調理・被服等家政に関す

る知識 

○ターミナルケアに関する知識 

○介護業務に関する実務経験 

 

 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

④生活と家事 ・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

⑤快適な居住環境整備と介

護 

・介護福祉士 

・福祉用具専門相談員 

・福祉住環境コーディネーター

２級以上 

・理学療法士又は作業療法士 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

⑥移動・移乗に関連したここ

ろとからだのしくみと自

立に向けた介護 

 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・理学療法士又は作業療法士 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

 ⑦食事に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・栄養士又は管理栄養士 

・歯科医師又は歯科衛生士 

・当該科目を担当する福祉系大
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学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

⑧睡眠に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

⑨死にゆく人に関連したこ

ころとからだのしくみと

終末期介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・臨床心理士 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

⑩介護過程の基礎的理解 

なし 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

(10)振り返り 

 

(２時間) 

①振り返り 

②就業への備えと研修修了

後における継続的な研修 

○研修全体の構成・各研修科目相

互の関連性に関する知識 

○保健・医療・福祉の制度とサー

ビスについての具体的な知識 

○介護業務に関する実務経験 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

・その他上記に準ずる者として

県民局長等が認める者 

 

※１ 講師は、担当する科目に関して、十分な知識や経験を有した適切な者を適当数確保すること。 

学等の教授等 

⑧睡眠に関連したこころと

からだのしくみと自立に

向けた介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

⑨死にゆく人に関連したこ

ころとからだのしくみと

終末期介護 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・介護支援専門員 

・臨床心理士 

・公認心理師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

⑩介護過程の基礎的理解 ・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

(9)振り返り 

 

(２時間) 

①振り返り 

②就業への備えと研修修了

後における継続的な研修 

○研修全体の構成・各研修科目相

互の関連性に関する知識 

○保健・医療・福祉の制度とサー

ビスについての具体的な知識 

○介護業務に関する実務経験 

・介護福祉士 

・保健師 

・看護師又は准看護師 

・当該科目を担当する福祉系大

学等の教授等 

 

 

 

※１ 講師は、担当する科目に関して、十分な知識や経験を有した適切な者を適当数確保すること。 
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※２ 実務経験が概ね３年以上有する者とする。 

※３ 「当該科目を担当する福祉系大学等の教授等」とは、以下の学校や施設等において、当該科目に相当する科

目を教授する者とする。 

（ア）福祉・介護・看護系の大学、大学院、短期大学 

（イ）介護福祉士養成施設 

（ウ）職業能力開発促進法における公共職業能力開発施設 

（エ）保健師助産師看護師学校養成所 

（オ）福祉系高等学校 

なお、福祉系高等学校の教諭については、以下の条件を満たす者とする。 

①福祉科の教員免許を有している。 

②福祉学科、福祉コース、福祉類型、福祉系列において、１年以上福祉科を担当している。 

※４ 「介護支援専門員」については、介護支援専門員証の有効期間内の者に限る。 

※５ (8) こころとからだのしくみと生活支援技術においては、移動・移乗に関連した実習を２時間実施すること

（必須）。 

※２ 実務経験が概ね３年以上有する者とする。 

※３ 「当該科目を担当する福祉系大学等の教授等」とは、以下の学校や施設等において、当該科目に相当する科

目を教授する者とする。 

（ア）福祉・介護・看護系の大学、大学院、短期大学 

（イ）介護福祉士養成施設 

（ウ）職業能力開発促進法における公共職業能力開発施設 

（エ）保健師助産師看護師学校養成所 

（オ）福祉系高等学校 

なお、福祉系高等学校の教諭については、以下の条件を満たす者とする。 

①福祉科の教員免許を有している。 

 

※４ 「介護支援専門員」については、介護支援専門員証の有効期間内の者に限る。 

※５ (8) こころとからだのしくみと生活支援技術においては、移動・移乗に関連した実習を２時間実施すること

（必須）。  
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